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第１　資　料　の　み　か　た

　この資料は、「平成 20 年５月８日付け総財務第 ��4 号」をもって各都道府県に対して照会した「平成 �9 年度地方財政状況調査」

のうち、「都道府県の普通会計、収益事業会計、交通災害共済事業会計及び公立大学附属病院事業会計の決算」を集計し、その一

部を編集したものである。

一、調査の期日

平成 20 年５月 3� 日現在（ただし、法適用の公営事業会計においては平成 20 年３月 3� 日現在）

二、会計の区分

⒈　普通会計

⑴　普通会計とは、公営事業会計以外の会計を総合して一つの会計としてまとめたものをいう。したがって、一般会計の中で、

公営事業会計に係る全部又は一部の収支（新たに建設中のものを含む。）を経理している場合においては、これに係る一切の

収支は、普通会計から分別して、公営事業会計中の該当会計において経理されたものとして取り扱うものである。

⑵　普通会計は、前に述べたとおり、一般会計とこれに属するいくつかの会計を合算して一つの会計を設定したものであるが、

合算する際は会計間の重複を控除した純計額を計上している。
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⒉　収益事業会計

競馬事業、自転車競争事業、小型自動車競争事業、モーターボート競争事業及び宝くじ事業に係る会計をいう。

⒊　交通災害共済事業会計

都道府県が、直接実施している交通災害共済事業に係る会計をいう。

⒋　公立大学附属病院事業会計

都道府県が設置する大学の附属病院事業に係る会計をいう。

三、その他

⒈�　地方消費税については、原則として、都道府県間の清算を行った後の額である。したがって、地方消費税清算金は、歳入、

歳出いずれにも計上されない。

⒉　 ｢標準税収入額等」には、次の方式により算出した額を計上してある。

　�　なお、東京都については、地方財政再建促進特別措置法施行令第 �� 条の２第１項第１号に規定する 0.05 及び 0.2 を乗ずる

べき合算額の合計を記入してある。








（基準財政収入額）−







道府県民税所得割における
税源移譲相当額 2 5％
地 方 道 路 譲 与 税
石 油 ガ ス 譲 与 税
特 別 と ん 譲 与 税
航 空 機 燃 料 譲 与 税
交通安全対策特別交付金
地 方 特 例 交 付 金














×
�00
75
＋







地 方 道 路 譲 与 税
石 油 ガ ス 譲 与 税
特 別 と ん 譲 与 税
航 空 機 燃 料 譲 与 税
交通安全対策特別交付金
地 方 特 例 交 付 金







� （注）　交通安全対策特別交付金は、昭和 58 年度から基準財政収入額に全額算入された。
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⒊�　「実質収支比率」、「公債費負担比率」、「公債費比率」、「起債制限比率」、「経常収支比率」及び「財政力指数」は、次の算式

によって得た比率である。

⑴　実質収支比率（％）� ＝
　　　　　　　　　　　　実質収支額　　　　　　　　　　　　

標準税収入額等＋ 普通交付税額 ＋ 臨時財政対策債発行可能額
×��00

⑵　公債費負担比率（％）�＝
公債費充当一般財源
一般財源総額

×��00

⑶　公債費比率（％）＝
Ａ−（Ｂ＋Ｃ）
（Ｄ＋Ｅ）−Ｃ

× �00

Ａ＝�元利償還金（転貸債分及び繰上償還分を除く。）

Ｂ＝�元利償還金に充てられた特定財源

Ｃ＝�普通交付税の算定において災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費

Ｄ＝�標準財政規模（＝標準税収入額等＋普通交付税額）

Ｅ＝�臨時財政対策債発行可能額
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⑷　起債制限比率（％）＝
　Ａ−（Ｂ＋Ｃ＋Ｅ＋Ｇ）　
（Ｄ＋Ｆ）−（Ｃ＋Ｅ＋Ｇ）

× �00

Ａ＝�①元利償還金（公営企業債分及び繰上償還分を除く。）
�　　　　　　　　　　　+　　　　　　　　　　　　
�②公債費に準ずる債務負担行為に係る支出（施設整備費、用地取得費に相当するものに限る。）
�　　　　　　　　　　　+　　　　　　　　　　　　
�③五省協定・負担金等における債務負担行為に係る支出

Ｂ＝�Ａに充てられた特定財源

Ｃ＝�普通交付税の算定において災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費

Ｄ＝�標準財政規模

Ｅ＝��普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費（普通会計に属する地方債に係る

ものに限る。）

Ｆ＝�臨時財政対策債発行可能額

Ｇ＝�事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費に準ずる債務負担行為に係る支出

（注）�　平成�7 年度〜平成�9 年度の各年度ごとに小数点第６位を四捨五入して求めた数値を平均し、小数点第２位を四捨

五入したものである。
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⑸　経常収支比率（％）�＝
経常経費充当一般財源

経常一般財源＋減収補てん債特例分＋臨時財政対策債
×��00

⑹　財政力指数

=




平成 �7 年度
基準財政収入額
平成 �7 年度
基準財政需要額

＋

平成 �8 年度
基準財政収入額
平成 �8 年度
基準財政需要額

＋

平成 �9 年度
基準財政収入額
平成 �9 年度
基準財政需要額




× ��
3

⑺�　合計欄の「実質収支比率」、「公債費負担比率」、「公債費比率」、「起債制限比率」、「経常収支比率」、「減収補てん債特例分

及び臨時財政対策債を経常一般財源から除いた経常収支比率」及び「財政力指数」は、合計数値を団体数で除した単純平均

の数値である。
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⑻　健全化判断比率の概要

①　実質赤字比率�＝
　一般会計等の実質赤字額　

標準財政規模

・　一般会計等の実質赤字額：一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計における実質赤字の額

・　実質赤字の額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）

②　連結実質赤字比率�＝
　連結実質赤字額　
標準財政規模

・　連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額

イ　　一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計

の実質赤字の合計額

ロ　　公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額

ハ　　一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額

ニ　　公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額



− 7−

③　実質公債費比率
　　��（３か年平均）

＝
　（地方債の元利償還金＋準元利償還金）−
　��（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）��　
��標準財政規模−（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

・　準元利償還金：イからホまでの合計額

イ　　満期一括償還地方債について、償還期間を 30 年とする元金均等年賦償還とした場合における１年当たりの元金

償還金相当額

ロ　　一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの

ハ　　組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと

認められるもの

ニ　　債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの

ホ　一時借入金の利子
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④　将来負担比率 ＝
　将来負担額−（充当可能基金額＋特定財源見込額
　��　　　　　＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）　　��　
��標準財政規模−（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

・　将来負担額：イからチまでの合計額

イ　　一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

ロ　　債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費に係るもの）

ハ　　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

ニ　　当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額

ホ　　退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額

ヘ　　地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、

当該法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額

ト　　連結実質赤字額

チ　　組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

・　充当可能基金額：イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第 24� 条の基金
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（参考）健全化判断比率に係る早期健全化基準等
早期健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 都道府県：3.75％
市区町村：財政規模に応じ ��.25％〜 �5％

都道府県：５％
市区町村：20％

連結実質赤字比率 都道府県：8.75％
市区町村：財政規模に応じ ��.25％〜 20％

都道府県：�5％※
市区町村：30％※

実質公債費比率 都道府県・市区町村：25％ 都道府県・市区町村：35％

将来負担比率 都道府県・政令市：400％
市区町村：350％ −

資金不足比率 （経営健全化基準）20％ −

※　３年間（平成 2� 年度〜平成 23 年度）の経過的な基準（都道府県は 25％→ 25％→ 20％、市区町村は 40％→ 40％→

35％）を設けている。




